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■平成２６年６月１７日 FMうじ放送内容について 
 ６月１７日の「宇治市探検」の番組内で、プラスチック容器包装の分別収集について取

り上げられました。以下、当日の放送内容を掲載します。 
                                          
 
パーソナリティ：市政だより６月１日号で、「プラマーク分別のお知らせ」が掲載されてい

ました。FM宇治でも、過去に数回取り上げましたが、まだまだプラマー
クの分別収集について知らない方もたくさんいらっしゃると思います。

本日は、あらためてプラマークの分別収集ついて説明していただきます。 
では、市政だよりに週一回プラマークの分別収集が始まります！とあり

ますが、そもそもプラマークとはなんですか？ 
 
ごみ減量推進課：まず商品を入れたり、包んだりしているプラスチック製の容器や包装で、

ペットボトル以外のものを、プラスチック製容器包装といいます。その

プラスチック製容器包装に、表示することを義務付けられているのがプ

ラマークといいます。宇治市ではその表示を義務付けられているプラマ

ークを目印に、リサイクルできる資源として分別をお願いすることから、

分別区分の名称を「プラマーク」とします。 
 
パーソナリティ：プラスチック製容器包装。あまり聞きなれない言葉ですが、なぜ分別す

ることになったのでしょうか？ 
 
ごみ減量推進課：プラスチック製容器包装、つまり「プラマーク」の分別収集は容器包装

リサイクル法に基づいた取り組みになっています。この法律の目的は、

家庭から排出されるごみの半分以上を占めている容器や包装をリサイク

ルすることで、ごみの減量や、限りある天然資源の消費を抑えることで

す。宇治市ではすでに容器包装リサイクル法に基づき分別収集をしてい

ます。 
 
パーソナリティ：缶やびんですよね？ 
 
ごみ減量推進課：そうです。金属製の容器包装は「缶」として収集していますし、ガラス

製の容器包装は「びん」として収集しています。また、ペットボトルも

プラスチック製の容器包装にあたりますが、今回はペットボトル以外の

プラスチック製の容器包装を「プラマーク」の分別収集として始めると

いうことになります。 
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パーソナリティ：ペットボトル以外のプラスチック製の容器や包装とは具体的にはどのよ

うなものがありますか？ 
 
ごみ減量推進課：さまざまな形状があります。お菓子の袋、衣料品の袋、レジ袋などの袋

類。コンビニ弁当の容器、卵のパックなどのカップ類、シャンプーやソ

ースなどのボトル類。マヨネーズ、歯磨き粉などのチューブ類。他にも、

ラベル類やフィルム類などなどたくさんあります。 
 
パーソナリティ：缶やびん、ペットボトルと違ってたくさんあるのですね。分別が難しそ

うですね。 
 
ごみ減量推進課：ほかの分別と違いとくに難しいと言われています。そのため「プラマー

ク」を目印としていただきたいです。矢印 2つで四角をつくり、その中
にカタカナでプラと書かれたマークで、だれでも１度は目にしたことが

あると思います。 

 
パーソナリティ：たしかに見たことがあります。このマークが目印だとわかりやすいです

ね。 
 
ごみ減量推進課：ですが注意点があります。それはプラマークが、省略されていたり、別

の場所に表示されている場合がある点です。例えば、果物などをいれて

いるネットは、ネット自体に表示が困難であるため、プラマークが省略

されることがあります。その場合はラベル等の別の場所に表示されてい

ることがあります。他には消しゴムや CDなどを買ったときについてい
るフィルムはプラマークの分別収集の対象にあたりますが、プラマーク

は紙の部分の注意書きのところに表示されています。 
 
パーソナリティ：必ずしもプラマークがそのものに表示されているとは限らないんですね。 
 
ごみ減量推進課：難しいですが、プラスチック製で、商品や中身を取り出したり、使い終

わった時に不要になる、容器や包装のことをプラスチック製容器包装と
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して覚えていただきたいです。 
 
パーソナリティ：プラスチック製品自体は対象ではないのですね？ 
 
ごみ減量推進課：バケツやおもちゃ、歯ブラシ、ハンガーなどはプラスチックの製品その

ものであり、容器でも包装でもないため、プラマークの対象ではありま

せん。 
 
パーソナリティ：なぜ、同じプラスチックなのに、分別が違うのでしょうか？ 
 
ごみ減量推進課：容器包装リサイクル法においては、消費者が分別排出し、市が分別収集

し、容器包装を製造もしくは利用する事業者がリサイクルの義務を負う

という役割分担が定められています。プラマークは、これらの事業者が

リサイクル費用を負担しているという証として、対象となる容器や包装

に表示されています。プラマークの表示のないプラスチック製品につい

ては容器包装リサイクル法の対象外であり、このような費用負担や、リ

サイクルの仕組みがないため、分別収集の対象となりません。しかし、

宇治市では法の対象外となるプラスチック製品についても、リサイクル

出来るよう、なんらかの制度を作るよう国に要望しています。 

 

パーソナリティ：わかりました。では、その他に気を付けることはなんでしょうか？ 
 
ごみ減量推進課：プラマークの「汚れ」に気を付けていただきたいです。 
 
パーソナリティ：たしかプラマークのごみが汚れているかいないかで、出し方が変わって

くるんですよね？ 
 
ごみ減量推進課：食品が入っていたプラマークなどで、汚れている場合があります。そう

いったものは、せっかく分別していただいても、リサイクルに適さない
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ので工場では選別されます。そのため、プラマークは汚れを落としてか

ら出していただく必要があります。 
 
パーソナリティ：汚れの基準をおしえてもらえますか？ 
 
ごみ減量推進課：基本的には簡単な水洗いと臭いを目安に判断してもらいます。軽くすす

いで汚れや異物が目で見てなくなり、さらに臭いがなくなる程度でお願

いしています。簡単な水洗いで汚れが落ちないときに、大量の水を使っ

て落とそうとすると逆に、水の無駄遣いになりますので、汚れが落ちな

い場合は「もえるごみ」で分別をお願いしています。 
 
パーソナリティ：もえないごみではなく、もえるごみですか？ 
 
ごみ減量推進課：もえるごみで大丈夫です。確かに今はプラマークをもえないごみで集め

ていますが、その後、奥山リユースセンターで破砕処理を行い、タンス

等の木類や、布団等の布類と一緒にプラマークも、焼却処理に回してい

ます。プラマークは原料が石油ですので、よく燃えます。なので助燃材

としての役割もあります。 
 
パーソナリティ：つまり以前もプラマークの最終処理は燃やしていたので、もえるごみで

も問題ないということですね。 
 
ごみ減量推進課：問題ありません。２７年１月よりプラマークの分別収集が始まりました

ら、プラマークは基本「プラマーク」の日に、ただし、汚れが落ちない

場合はもえるごみの日に出してもらいます。 
 
パーソナリティ：わかりました。そのプラマークを収集する日も決まったそうですね。 
 
ごみ減量推進課：お住まいの地域のびん、ペットボトル、発泡トレー類と同じ曜日に毎週

集めます。 
 
パーソナリティ：今、びん、ペットボトル、発泡トレー類が隔週で月曜日なら、プラマー

クは毎週月曜日になるんですね？ 
 
ごみ減量推進課：そうです。ただし、今は、発泡スチロール、発泡トレーは資源ごみとし

て隔週で収集していますが、来年１月からは発泡スチロール、発泡トレ
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ーはプラマークに分別されることになりますので、プラマークと同じ袋

に入れて、毎週収集することになります。 
 
パーソナリティ：つまり同じ曜日でも、プラマークは毎週で、びんとペットボトルは隔週

にまま変更はないということですね。 

 
ごみ減量推進課：そのとおりです。市民の皆様には分別する手間が増えてしまいますが、

限りある資源を有効に活用するための、大切な取り組みですのでご協力

をよろしくお願いします。 
 
パーソナリティ：なかなか難しい分別ですね。ではプラマークについて整理させていただ

きますと、今の「もえないごみ」から「プラマーク」を目印に取り出し

て、汚れていない、もしくは、簡単な水洗いで汚れが落ちる場合は「プ

ラマーク」として出す。簡単に汚れが落ちない場合は、「もえるごみ」と

して出す。「プラマーク」は週１回、現在収集しているびん、ペットボト

ル、発泡トレー類と同じ曜日に出す。これで合っていますか？ 
 
ごみ減量推進課：合っています。プラマークの分別は少し難しいと思われるかもしれませ

んが、宇治市内で４月からすでに先行して「プラマーク」の分別収集を

行っているモデル地区では、現在、違反ごみはあまり見受けられなくな

っています。これは、モデル地区が特別というわけでなく、宇治市民の

リサイクル意識が高いためと感じています。 
 
パーソナリティ：お話しいただいた内容でわからないことや疑問に思ったことは、ごみ減 

量推進課にお問い合わせすればいいですか？ 
 
ごみ減量推進課：もちろんです。それに今回は、プラマークの分別についてお話しさせて

いただきましたが、ごみに関わることであれば、なんでもごみ減量推進
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課にお問い合わせください。 
そしてプラマークにつきましては、市民説明会も開催しています。 

 
パーソナリティ：市民説明会ですか？日時や場所が決まっているのでしょうか？ 
 
ごみ減量推進課：いいえ。市民説明会は町内会や自治会などを対象にした申込制になって

おります。 
 
パーソナリティ：詳しく教えていただけますか？ 
 
ごみ減量推進課：申込みはすでに受け付けておりまして、12月 26日までを予定しておりま

す。 
午前 10時からと午後 2時からを全ての曜日、午後 7時からを火曜日、木
曜日、土曜日で受け付けておりまして、希望する日時を申し込んでいた

だいて、集会所や自宅などに職員を派遣して 30分程度でプラマークの説
明を行い、その後の質疑応答を含め、１時間程度と考えています。 

 
パーソナリティ：職員を派遣してくださるんですね。申込み方法等を教えてください。 
 
ごみ減量推進課：希望される日時、団体名、会場、人数、代表者の氏名、住所、電話番号

をごみ減量推進課までご連絡ください。ただし、先着順に受け付けます

ので、ご希望の日時に添えない場合があります。また申込みは希望日の

１か月前からの受付になりますのでご注意ください。 
 
パーソナリティ：１か月前からというと、今日は６月１７日ですので、７月１７日までの

日時で受け付けされるということですね。 
 
ごみ減量推進課：そういうことになります。詳しくはごみ減量推進課までお問い合わせく

ださい。  
 


